
広報あんじょう　2002.10.1 �

安
城
市
も

震
度
６
弱
の
想
定
地
域
に

BANK

電 気 �

水 道 �

鉄 道 �

銀 行 �

学校・幼稚園・�
保育園�

ガ ス �

電 話 �

道 路 �

病 院 �

コンビニエ�
ンスストア�

警戒宣言発令時の対応�

使用できるが、できる
だけ使わない。�

使用できるが、火元か
ら離れない。�

使用できる。（水は普
段からため置きしてお
く）�

最寄りの安全な駅に停
車し、運行中止。�

原則として営業を停止
する。�

児童生徒・園児は、原則と
してすぐ帰す（集団下校）
か、保護者に引き渡す。�

避難路及び緊急輸送路
確保のため交通規制が
行われる。�

外来診療を中止する。�

できる限り営業を続け
る。�

使用できるが、できるだけ
使わない。通話が集中する
と規制される場合もある。�

東
海
地
震
と
は
？

警
戒
宣
言
が

発
令
さ
れ
た
ら
？
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広報あんじょう　2002.10.1�

●マグニチュードと震度
地震そのものの規模を表す単位が
「マグニチュード（Ｍ）」で、マグ
ニチュード７以上の地震を大地震と
呼ぶ。一方、「震度」は、揺れを感じ
た場所での揺れの強さの程度を表す
尺度。「震度」が１つの地震に各地で
様々な値を示すのに対して、マグニ
チュードは１つの値となる。Ｍ値が
１増えると、地震エネルギーが約３０
倍になる。東海地震は、Ｍ８クラス
と予想されており、兵庫県南部地震
（阪神・淡路大震災）のＭ７.３を大き
く上回る大規模な地震と言える。
●直下型地震と海溝型地震
内陸部に震源を持つ地震が、兵庫県
南部地震に代表される「直下型地震」。
都市直下に震源を持つ地震が起こる
と、規模が必ずしも大きくなくても
大災害になる危険性が大きい。それ
に対して、東海地震は「海溝型地震」
で、「プレート」と呼ばれる海底の岩
盤（厚さ数１０�～ 200�）が、長年
にわたるひずみの蓄積に耐えられず、
はね上がるときに起きる。非常に規
模が大きく、揺れが広い範囲に及ぶ
のが特徴である。

　

江
戸
時
代
以
降
、
主
に
太
平
洋
沿

岸
部
の
地
域
は
、　

〜　

年
お
き
に

９０

１５０

大
地
震
に
見
舞
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

東
海
地
震
を
は
じ
め
と
す
る
海
溝
型

地
震
は
、
周
期
的
に
起
き
て
い
る
の

で
す
。
１
６
０
５
年
の
「
慶
長
地
震

（
Ｍ　

）」、
１
７
０
７
年
の
「
宝
永

７.９

地
震
（
Ｍ　

）」、１
８
５
４
年
の
「
安

８.４

政
東
海
地
震
（
Ｍ　

）・
安
政
南
海
地

８.４

震
（
Ｍ　

）」
は
、
３
つ
の
地
域
の
地

８.４

■ 用 語 解 説 ■

　

東
海
地
震
の
ほ
か
に
も
、
浜
名
湖

沖
か
ら
紀
伊
半
島
沖
ま
で
を
震
源
域

と
す
る
「 
東  
南 
海
   

地
震
」
と
、
紀
伊

と
う 
な
ん 
か
い

半
島
沖
か
ら
四
国
沖
ま
で
を
震
源
域

と
す
る
「
南
海
地
震
」
と
い
う
２
つ

の
大
地
震
発
生
の
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。
昨
年　

月
に
は
、
政

１２

府
の
地
震
調
査
委
員
会
が
東
南
海
地

震
（
想
定
Ｍ　

）
と
南
海
地
震
（
想

８.１

定
Ｍ　

）
に
つ
い
て
、
主
な
都
市
の

８.４

震
度
予
測
を
初
め
て
公
表
し
ま
し
た
。

ど
ち
ら
も
前
回
の
発
生
時
を
上
回
る

規
模
と
な
る
と
想
定
さ
れ
、
こ
の
地

方
に
も
大
き
な
揺
れ
を
も
た
ら
す
こ

と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

震
が
同
時
に
起
き
た
も
の
で
す
。
ま

た
、
１
９
４
４
年
に
起
き
た
「
東
南

海
地
震
（
Ｍ　

）」
の
２
年
後
に
「
南

７.９

海
地
震
（
Ｍ　

）」
が
起
き
て
い
ま
す
。

８.０

こ
れ
ら
の
地
震
は
、
周
期
的
に
連
動

し
て
起
き
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

も
し
、
今
後
３
つ
の
地
震
が
同
時

に
発
生
す
れ
ば
、
未
曽
有
の
超
巨
大

地
震
に
な
る
可
能
性
も
。
被
害
を
受

け
る
地
域
も
関
東
か
ら
九
州
ま
で
の

広
い
範
囲
に
広
が
り
、
そ
の
影
響
は

計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

震
度
予
測
を
初
め
て
公
表

歴
史
が
語
る
周
期
性

特集◆２００Ｘ年東海地震発生！そのときあなたは・・・

東
海
地
震
だ
け
じ
ゃ
な
い

東
南
海
地
震
と
南
海
地
震
も
同
時
に
発
生
？


